
平成22年6月24日 11

教職員人事権の移譲についての
府教委の考え方（案）

教職員室教職員人事課
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１１１１ 県費負担教職員制度県費負担教職員制度県費負担教職員制度県費負担教職員制度のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

（（（（１１１１））））制度制度制度制度のののの現状現状現状現状

市町村立小中学校等の教職員（県費負担教職

員）は市町村教育委員会の職員であるが、その人

事権（任命権）は都道府県教育委員会にあり、給

与も都道府県が負担することになっている（地教行

法第37条、給与負担法第1条）。

一方、人事権は都道府県教育委員会にあるが、

任免は市町村教育委員会の内申をまって行わな

ければならず、内申が同一市町村内の転任（異

動）に係るものであるときは内申に基づき行う（地

教行法第38条）。

また、市町村の職員であることから、服務監督の

権限は市町村教育委員会に属するなど、県費負

担教職員に対する権限は分有されている（地教行

法第43条）。

なお、政令指定都市は法による特例として人事

権を有している（地教行法第58条）。

（注）地教行法・・・・・地方教育行政の組織及び運営に関する法律
給与負担法・・・市町村立学校職員給与負担法

県費負担教職員制度の概念図
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（（（（２２２２））））制度制度制度制度のののの課題課題課題課題

市町村教育委員会への権限移譲については、これまで、

中央教育審議会や地方分権推進委員会から様々な提

言がなされている。

【【【【平成平成平成平成17年年年年10月月月月 中央教育審議会中央教育審議会中央教育審議会中央教育審議会答申答申答申答申】】】】

・県費負担教職員は市区町村の職員でありながら、給与

負担と人事権が都道府県にあるため、地域に根ざす意

識を持ちにくくなっている。

・より教育現場に近いところに権限をおろすべきであるこ

となどから、人事権についても義務教育の実施主体であ

る市町村に移譲する方向が望ましい。

・人事権者と給与負担者はできる限り一致することが望ま

しい。

【【【【平成平成平成平成20年年年年5月月月月 地方分権推進委員会地方分権推進委員会地方分権推進委員会地方分権推進委員会「「「「第第第第1次勧告次勧告次勧告次勧告」」」」】】】】

・県費負担教職員の人事権と給与負担は都道府県となっ

ており、市町村の職員でありながら、地域に根ざす意識

を持ちにくくなっている。

・人事権について、広域での人事調整の仕組みにも留意

した上で、市町村に移譲する方向で検討すべきである。

・人事権者と給与負担者が一致するように人事権移譲に

伴う給与負担の在り方も適切に見直すべきである。

【【【【県費負担教職員制度県費負担教職員制度県費負担教職員制度県費負担教職員制度のののの趣旨趣旨趣旨趣旨】】】】

（（（（昭和昭和昭和昭和31年年年年6月月月月30日日日日 文部事務次官通達文部事務次官通達文部事務次官通達文部事務次官通達））））

・市町村立小中学校等の教職員は市町村

の職員であるが、その給与については都

道府県の負担とし、給与水準の確保と一

定水準の教職員の確保を図り、教育水準

の維持向上を図る。

・身分は市町村の職員としつつ、都道府県

が人事を行うこととし、広く市町村をこえて

人事を行うことにより、教職員の適正配置

と人事交流を図る。
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２２２２ 権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲についてのについてのについてのについての文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの見解見解見解見解

（（（（１１１１））））教職員人事権教職員人事権教職員人事権教職員人事権

教職員の適正配置と人事交流の円滑化等により、教育水準の維持向上を図るという県費負担教職員制

度の趣旨・目的が損なわれることのない範囲において、条例による事務処理の特例制度を活用し、市町村

が処理することとすることは可能である。

（（（（２２２２））））定数決定権定数決定権定数決定権定数決定権、、、、学級編制基準学級編制基準学級編制基準学級編制基準のののの決定権決定権決定権決定権、、、、給与負担給与負担給与負担給与負担

定数決定権、学級編制基準の決定権については、教員配置の適正化、学級規模の適正化等は都道府県

が果たすべき役割であり、市町村が処理することとすることはできないが、市町村教育委員会の希望を最大

限尊重することにより、権限移譲と同様の運用を行うことが可能。

給与負担については、条例による事務処理の特例制度の対象となるのは、都道府県教育委員会の権限

に属する事務であることから、給与負担を市町村に負わせることはできない。

〔〔〔〔条例条例条例条例によるによるによるによる事務処理事務処理事務処理事務処理のののの特例特例特例特例〕〕〕〕

地方教育行政地方教育行政地方教育行政地方教育行政のののの組織及組織及組織及組織及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする法律法律法律法律

第５５条 都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、

市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされ

た事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。
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３３３３ 特例条例特例条例特例条例特例条例のののの制定制定制定制定手続手続手続手続きききき
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第1項の規定に基づき、府教委の権限である人事権

を特例条例により市町村が処理することとする手続きは次のとおり。

なお、府教委には、条例の制定にあたり知事及び議会から意見聴取がある。

①知事が市町村長に協議する。（地教行法55条2項）

②市町村長は協議があったことを市町村教委に通知し、市町村教委は市町村長に意見を述べる。（地教行法55条3項）

③市町村長は市町村教委の意見を踏まえて知事と協議する。（地教行法55条3項）

④知事は条例の制定について府教委の意見を聴く。（地教行法29条）

⑤知事は議会に条例案を提案する。（自治法149条1号）

⑥府議会は条例制定の議決をする前に府教委の意見を聴く。（地教行法55条4項）

⑦府議会は条例制定を議決する。（自治法96条1項1号）

市町村教委

知 事 市町村長

府議会

府教委

①協議

③協議

④意見聴取

⑥意見聴取

②通知・意見聴取

⑤条例提案・⑦議決

随時意見交換
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４４４４ 人事権移譲人事権移譲人事権移譲人事権移譲についてのについてのについてのについての府教委府教委府教委府教委のののの考考考考ええええ方方方方（（（（案案案案））））

移譲を要望する市町村に対し、教育水準の維持向上を図るという県費負担教職員制度の趣旨・目的が損

なわれることのない条件を付して、義務教育における権限と責任を明確にする観点から移譲を進めていく。

義務教育の実施主体である市町村に教職員人事権を移譲することにより、地域の実情に応じた教育の推

進など、市町村教育委員会の主体的な取り組みを促進する。

５５５５ 人事権人事権人事権人事権移譲移譲移譲移譲にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての条件条件条件条件（（（（案案案案））））

（（（（１１１１））））ブロックブロックブロックブロック単位単位単位単位でのでのでのでの協議機関協議機関協議機関協議機関のののの設置設置設置設置

人事権は各市町村へ個別に移譲することになるが、小規模市町村では教員採用への支障、人事異動

の硬直化等を招く恐れがあるため、ブロック単位（旧教育事務所）で協議機関を設置することを条件とする。

○○○○ブロックブロックブロックブロック単位単位単位単位（（（（旧教育事務所旧教育事務所旧教育事務所旧教育事務所））））とするとするとするとする考考考考ええええ方方方方
・人事異動の硬直化等を招かない規模を確保。
・これまでの経緯から各市町村の結びつきが強い。

５８８

３３７

６４１

８２８

１，１８２

１，０８５

６５３

人口（千人）

５５，５８３

３３，５９４

５６，２１１

７１，０６０

１０２，３８６

９１，８０８

５２，１９６

児童生徒数

泉 南

泉 北

南河内

中河内

北河内

三 島

豊 能

地区名

■地区別の教職員数・児童生徒数・人口（Ｈ２１年）

教職員数

３，１８９

１，８２２

３，２５５

４，０３５

５，７９２

５，２８５

３，０８２

５８８

３３７

６４１

８２８

１，１８２

１，０８５

６５３

人口（千人）

５５，５８３

３３，５９４

５６，２１１

７１，０６０

１０２，３８６

９１，８０８

５２，１９６

児童生徒数

泉 南

泉 北

南河内

中河内

北河内

三 島

豊 能

地区名

■地区別の教職員数・児童生徒数・人口（Ｈ２１年）

教職員数

３，１８９

１，８２２

３，２５５

４，０３５

５，７９２

５，２８５

３，０８２

■参考データ（H21学校基本調査等）

○鳥取県 教職員数：４，７１５人

児童生徒数：４８，９９０人

人口：５９８千人

○島根県 教職員数：６，１４１人

児童生徒数：５８，５８８人

人口：７２７千人

※※※※詳細詳細詳細詳細はははは１２１２１２１２ページページページページ参照参照参照参照。。。。
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（（（（２２２２））））ブロックブロックブロックブロック単位単位単位単位でででで教員採用教員採用教員採用教員採用、、、、管理職選考管理職選考管理職選考管理職選考（（（（校長校長校長校長・・・・教頭教頭教頭教頭）、）、）、）、教員研修教員研修教員研修教員研修（（（（法定法定法定法定））））をををを共同実施共同実施共同実施共同実施

小規模な市町村では支障が出る恐れがある次の事務を協議機関で共同で行うことを条件とする。

①①①① 教員採用教員採用教員採用教員採用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・透明・公正な選考、受験者の確保、応募者の偏り防止

②②②② 管理職選考管理職選考管理職選考管理職選考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・透明・公正な選考、幅広い人材確保

③③③③ 教員研修教員研修教員研修教員研修（（（（法定法定法定法定））））・・・・・・・・効率的かつ効果的な実施

（（（（３３３３））））人事権人事権人事権人事権にににに関関関関するするするする事務事務事務事務のののの一括受入一括受入一括受入一括受入れれれれ

人事権に関する事務は相互に密接に関連しており、採用、任免、給与の決定、懲戒等の全ての事務を

一括で受け入れることを条件とする。

※事務の内容は１３ページ参照。

１千早赤阪村

２田尻町・岬町

５能勢町・豊能町・熊取町

３太子町

配置数市町村名

■新規採用教員の配置が少ない市町村（Ｈ２２年度）

１千早赤阪村

２田尻町・岬町

５能勢町・豊能町・熊取町

３太子町

配置数市町村名

■新規採用教員の配置が少ない市町村（Ｈ２２年度）
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６６６６ 権限権限権限権限移譲移譲移譲移譲後後後後のののの人事等人事等人事等人事等についてについてについてについて

（（（（１１１１））））教職員教職員教職員教職員のののの身分取扱身分取扱身分取扱身分取扱いいいい

特例条例による人事権移譲は、任命権に係る事務の実施主体を府から市町村へ変更するものであっ

て、教職員の身分に変動を及ぼすものではないことから、当該市町村の教職員は、引き続き当該市町

村の教職員となる（新たな発令を要しない）。

また、特例条例施行の際に府教委が当該市町村の教職員に対して行った任免、給与の決定、休職又

は懲戒の処分で現に効力を有するものは、条例施行以後においては、当該市町村教委が行った処分と

みなされる。

（（（（２２２２））））管理職人事管理職人事管理職人事管理職人事（（（（校長校長校長校長・・・・教頭教頭教頭教頭））））

管理職人事は当該市町村からの任用を基本とするが、ブロックの協議機関において広域調整を行う。

（（（（３３３３））））一般教職員人事一般教職員人事一般教職員人事一般教職員人事

当該市町村の教職員は引き続き当該市町村の教職員となるが、ブロックの協議機関において広域調

整を行うとともに、人事権移譲前に大阪府公立学校教員として採用された教職員を対象として、ブロック

の内外を問わず、一定期間、広域調整を行う。
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７７７７ 市町村教委市町村教委市町村教委市町村教委へのへのへのへの支援方策支援方策支援方策支援方策

（（（（１１１１））））人的支援人的支援人的支援人的支援

①①①① 研修生研修生研修生研修生のののの受入受入受入受入れれれれ

市町村教委からの申し出に応じ、移譲事務の処理に必要な知識等の習得のため研修生を受け入れる。

②②②② 職員職員職員職員のののの派遣派遣派遣派遣

市町村教委からの要請に応じ、一定期間、府教委職員を市町村教委に派遣することを検討する。

（（（（２２２２））））財政的支援財政的支援財政的支援財政的支援

事務移譲交付金の算定基礎となる業務量等について、現在、総務部市町村課と調整中。

（（（（３３３３））））そのそのそのその他他他他のののの支援支援支援支援

①①①① 指導指導指導指導がががが不適切不適切不適切不適切なななな教員教員教員教員へのへのへのへの対応対応対応対応

府教育委員会が設置する「教員評価支援チーム」等が連携し、指導改善研修の実施を支援する。

②②②② 教員採用教員採用教員採用教員採用選考等選考等選考等選考等のののの共同実施共同実施共同実施共同実施

マンパワーやノウハウを必要とする教員採用選考等については、市町村教委からの申し出に応じ共

同で実施する。

③③③③ マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの提供等提供等提供等提供等

事務処理に関するマニュアルの提供や事務引継ぎを行うとともに、移譲後も助言や相談に対応できる

体制を構築する。
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８８８８ 権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲のののの流流流流れれれれ

府
教
委

府
教
委

府
教
委

府
教
委
のののの
考考考考
ええええ
方方方方
（（（（案案案案
））））審
議
審
議
審
議
審
議

【【【【教
育
委
員
会
会
議

教
育
委
員
会
会
議

教
育
委
員
会
会
議

教
育
委
員
会
会
議
】】】】

・権限移譲の条件等の検討
・移譲事務の整理
・総務部と交付金算定ルール調整

特
例
条
例
制
定

特
例
条
例
制
定

特
例
条
例
制
定

特
例
条
例
制
定
に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て
知
事
知
事
知
事
知
事
・・・・議
会
議
会
議
会
議
会
へへへへ
意
見
意
見
意
見
意
見

【【【【教
育
委
員
会
会
議

教
育
委
員
会
会
議

教
育
委
員
会
会
議

教
育
委
員
会
会
議
】】】】

移
譲
事
務

移
譲
事
務

移
譲
事
務

移
譲
事
務
をををを
提
示
提
示
提
示
提
示

【【【【市
町
村
分
権
担
当
部
長
会
議

市
町
村
分
権
担
当
部
長
会
議

市
町
村
分
権
担
当
部
長
会
議

市
町
村
分
権
担
当
部
長
会
議
】】】】

市
町
村

市
町
村

市
町
村

市
町
村
のののの
意
向
確
認

意
向
確
認

意
向
確
認

意
向
確
認
（（（（集
約
集
約
集
約
集
約
））））

・市町村との細部調整

・市町村の受入れ支援

事
務
事
務
事
務
事
務
のののの
共
同
処
理

共
同
処
理

共
同
処
理

共
同
処
理
に
か
か
る

に
か
か
る

に
か
か
る

に
か
か
る
規
約
案

規
約
案

規
約
案

規
約
案

上
程
上
程
上
程
上
程
・・・・議
決
議
決
議
決
議
決

【【【【市
町
村
議
会

市
町
村
議
会

市
町
村
議
会

市
町
村
議
会
】】】】

権
限
移
譲

権
限
移
譲

権
限
移
譲

権
限
移
譲

特
例
条
例
案

特
例
条
例
案

特
例
条
例
案

特
例
条
例
案

上
程
上
程
上
程
上
程
・・・・議
決
議
決
議
決
議
決

【【【【府
議
会

府
議
会

府
議
会

府
議
会
】】】】
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９９９９ 府内府内府内府内のののの市町村市町村市町村市町村のののの動動動動きききき

○豊能地区 ・5/10 ３市２町の首長が会議を開催し受入れを表明。

・6/24（予定） 第１回ＰＴ（市町分権担当部局、市町教委、府分権担当部局）を開催予定。

○三島地区 ・5/27 ４市１町の首長が会議を開催。各教育委員会が連携し、現状把握と課題等の研究を

進めていくことを確認。

○北河内地区 ・具体的な動きなし。

○中河内地区 ・5/10 柏原市教委が教育委員会会議で前向きに研究・検討することを申し合わせ。

・5/22 八尾市教委が教育委員会会議で今後検討していくことを確認。

・5/27 八尾市長が柏原市、東大阪市と一緒に頑張ると表明。（知事と首長の意見交換会）

・6/17 東大阪市教委が教育委員会会議で事務局に慎重な対応を求める。

○南河内地区 ・９市町村長が会議予定。

○泉北地区 ・具体的な動きなし。

（・5/12 堺市長が定例記者会見で協力の意向を表明）

○泉南地区 ・具体的な動きなし。
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（
単
位
：
人
）

能
勢
町

6
2

8
1
,0
3
2

8
1
1
3

8
1

1
3
0

能
勢
町

1
2
,6
0
0

豊
能
町

4
2

6
1
,6
7
9

6
1
1
8

6
0

1
3
0

豊
能
町

2
3
,6
3
1

豊
中
市

4
1

1
8

5
9

3
1
,5
1
4

5
9

1
,6
1
3

8
1

4
1
,7
5
7

豊
中
市

3
8
9
,5
7
0

池
田
市

1
1

5
1
6

7
,8
5
5

1
6

4
2
9

1
9

1
4
6
5

池
田
市

1
0
2
,3
2
0

箕
面
市

1
3

7
2
0

1
0
,1
1
6

1
9

5
5
8

2
2

1
6
0
0

箕
面
市

1
2
5
,5
1
5

計
7
5

3
4

1
0
9

5
2
,1
9
6

1
0
8

2
,8
3
1

1
3
6

7
3
,0
8
2

計
6
5
3
,6
3
6

島
本
町

4
2

6
2
,4
9
7

6
1
6
0

7
1

1
7
4

島
本
町

2
9
,3
8
2

吹
田
市

3
5

1
8

5
3

2
9
,8
3
4

5
3

1
,4
7
6

9
4

9
1
,6
3
2

吹
田
市

3
4
7
,8
9
6

高
槻
市

4
1

1
8

5
9

2
8
,7
0
7

5
9

1
,5
4
1

8
1

8
1
,6
8
9

高
槻
市

3
5
5
,4
8
3

茨
木
市

3
2

1
5

4
7

2
3
,8
1
2

4
7

1
,2
3
8

5
9

1
0

1
,3
5
4

茨
木
市

2
6
9
,5
7
3

摂
津
市

1
0

5
1
5

6
,9
5
8

1
5

3
9
0

2
9

2
4
3
6

摂
津
市

8
2
,7
5
8

計
1
2
2

5
8

1
8
0

9
1
,8
0
8

1
8
0

4
,8
0
5

2
7
0

3
0

5
,2
8
5

計
1
,0
8
5
,0
9
2

守
口
市

1
8

9
2
7

1
1
,9
3
9

2
8

6
4
9

4
4

5
7
2
6

守
口
市

1
4
5
,4
7
1

枚
方
市

4
5

1
9

6
4

3
5
,2
6
6

6
3

1
,7
2
5

8
8

1
1

1
,8
8
7

枚
方
市

4
0
6
,2
5
3

寝
屋
川
市

2
4

1
2

3
6

1
9
,9
2
2

3
6

1
,0
2
9

6
0

7
1
,1
3
2

寝
屋
川
市

2
4
0
,4
2
4

大
東
市

1
5

8
2
3

1
1
,2
4
7

2
3

6
0
5

3
8

5
6
7
1

大
東
市

1
2
5
,3
8
4

門
真
市

1
5

7
2
2

1
0
,9
3
1

2
2

5
9
3

4
0

7
6
6
2

門
真
市

1
2
8
,9
0
8

四
條
畷
市

7
4

1
1

5
,5
3
4

1
1

2
8
5

1
3

2
3
1
1

四
條
畷
市

5
7
,0
9
5

交
野
市

1
0

4
1
4

7
,5
4
7

1
4

3
6
8

1
8

3
4
0
3

交
野
市

7
8
,4
7
0

計
1
3
4

6
3

1
9
7

1
0
2
,3
8
6

1
9
7

5
,2
5
4

3
0
1

4
0

5
,7
9
2

計
1
,1
8
2
,0
0
5

東
大
阪
市

5
4

2
6

8
0

4
0
,9
3
5

8
0

2
,0
9
4

1
2
0

1
2

2
,3
0
6

東
大
阪
市

4
8
8
,6
1
3

八
尾
市

2
9

1
5

4
4

2
3
,5
9
2

4
4

1
,1
9
8

8
2

9
1
,3
3
3

八
尾
市

2
6
5
,5
1
8

柏
原
市

1
0

6
1
6

6
,5
3
3

1
6

3
5
6

2
3

1
3
9
6

柏
原
市

7
3
,8
9
2

計
9
3

4
7

1
4
0

7
1
,0
6
0

1
4
0

3
,6
4
8

2
2
5

2
2

4
,0
3
5

計
8
2
8
,0
2
3

太
子
町

2
1

3
1
,5
4
4

3
8
0

3
0

8
6

太
子
町

1
4
,4
1
5

河
南
町

5
1

6
1
,4
5
7

6
1
0
0

6
0

1
1
2

河
南
町

1
6
,6
1
3

千
早
赤
阪
村

2
1

3
4
0
6

3
3
8

3
0

4
4

千
早
赤
阪
村

6
,4
1
1

富
田
林
市

1
6

8
2
4

1
0
,8
6
8

2
4

5
8
1

3
1

4
6
4
0

富
田
林
市

1
2
0
,5
4
7

河
内
長
野
市

1
4

7
2
1

9
,3
3
4

2
1

5
0
8

2
4

1
5
5
4

河
内
長
野
市

1
1
5
,5
7
0

松
原
市

1
5

7
2
2

1
1
,3
1
2

2
2

5
9
5

3
5

3
6
5
5

松
原
市

1
2
5
,6
7
0

羽
曳
野
市

1
4

6
2
0

1
0
,6
4
3

2
0

5
3
2

2
6

3
5
8
1

羽
曳
野
市

1
1
8
,7
8
0

藤
井
寺
市

7
3

1
0

5
,6
4
3

1
0

2
8
0

1
1

1
3
0
2

藤
井
寺
市

6
6
,0
5
2

大
阪
狭
山
市

7
3

1
0

5
,0
0
4

1
0

2
5
9

1
2

0
2
8
1

大
阪
狭
山
市

5
7
,6
0
0

計
8
2

3
7

1
1
9

5
6
,2
1
1

1
1
9

2
,9
7
3

1
5
1

1
2

3
,2
5
5

計
6
4
1
,6
5
8

忠
岡
町

2
1

3
1
,7
0
0

3
8
7

3
2

9
5

忠
岡
町

1
7
,6
9
0

泉
大
津
市

8
3

1
1

8
,0
3
8

1
1

3
8
1

1
7

4
4
1
3

泉
大
津
市

7
6
,8
1
3

和
泉
市

2
1

1
0

3
1

1
8
,5
4
8

3
1

9
3
1

4
6

9
1
,0
1
7

和
泉
市

1
8
2
,6
7
8

高
石
市

7
3

1
0

5
,3
0
8

1
0

2
7
2

1
2

3
2
9
7

高
石
市

6
0
,0
1
4

計
3
8

1
7

5
5

3
3
,5
9
4

5
5

1
,6
7
1

7
8

1
8

1
,8
2
2

計
3
3
7
,1
9
5

熊
取
町

5
3

8
4
,1
7
4

8
2
0
7

8
3

2
2
6

熊
取
町

4
4
,4
1
9

田
尻
町

1
1

2
7
7
6

2
4
5

2
0

4
9

田
尻
町

8
,1
1
4

岬
町

3
1

4
1
,3
5
9

4
8
7

4
0

9
5

岬
町

1
8
,3
5
1

岸
和
田
市

2
4

1
1

3
5

1
9
,0
0
9

3
5

9
7
8

5
9

7
1
,0
7
9

岸
和
田
市

2
0
1
,7
0
1

貝
塚
市

1
0

5
1
5

8
,9
0
2

1
5

4
5
9

2
4

3
5
0
1

貝
塚
市

9
0
,1
5
0

泉
佐
野
市

1
3

5
1
8

9
,4
8
5

1
8

4
8
1

2
1

1
5
2
1

泉
佐
野
市

1
0
2
,1
0
3

泉
南
市

1
1

4
1
5

6
,5
3
0

1
5

3
4
3

1
9

1
3
7
8

泉
南
市

6
5
,2
7
8

阪
南
市

1
1

5
1
6

5
,3
4
8

1
6

3
0
6

1
7

1
3
4
0

阪
南
市

5
8
,2
5
2

計
7
8

3
5

1
1
3

5
5
,5
8
3

1
1
3

2
,9
0
6

1
5
4

1
6

3
,1
8
9

計
5
8
8
,3
6
8

6
2
2

2
9
1

9
1
3

4
6
2
,8
3
8

9
1
2

2
4
,0
8
8

1
,3
1
5

1
4
5

2
6
,4
6
0

5
,3
1
5
,9
7
7

2
9
9

1
3
0

4
2
9

1
7
8
,1
0
9

4
2
1

9
,6
9
7

7
2
5

6
4

1
0
,9
0
7

2
,5
2
5
,1
5
3

9
4

4
3

1
3
7

6
9
,5
7
3

1
3
7

3
,5
2
1

1
9
4

2
8

3
,8
8
0

8
3
5
,4
9
2

1
,0
1
5

4
6
4

1
,4
7
9

7
1
0
,5
2
0

1
,4
7
0

3
7
,3
0
6

2
,2
3
4

2
3
7

4
1
,2
4
7

8
,6
7
6
,6
2
2

※
１
　
学
校
数
は
分
校
は
本
校
に
含
む
。

※
２
　
教
職
員
数
は
定
数
内
教
職
員
の
み
。
（
再
任
用
を
除
く
。
）

総
　
計

泉北地区泉南地区

合
計

大
阪
市

三島地区

堺
市

豊能地区

人
口

（2
1.3末

）

豊能地区

市
町
村
名
等

大
阪
府
内
公
立
小
中
学
校
教
職
員
数
等
一
覧

総
　
計

大
阪
市

三島地区北河内地区中河内地区南河内地区泉南地区

合
計

北河内地区

堺
市

泉北地区

（単
位
：
人
）

中河内地区南河内地区

市
町
村
名
等

学
校
数

小
学
校

中
学
校

合
計

小
中
学
校
数
、
児
童
生
徒
数
、
教
職
員
数
（
H
2
1
.5
.1
現
在
）

児
童
・
生
徒
数

事
務
職
員
栄
養
職
員

合
計

教
職
員
数

校
長

教
員
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教
職
員
人
事
権
関
連
事
務

教
職
員
人
事
権
関
連
事
務

教
職
員
人
事
権
関
連
事
務

教
職
員
人
事
権
関
連
事
務

○○○ ○
主主主 主
ななな な
事
務

事
務

事
務

事
務

教
職
員
採
用
に
関
す
る
事
務
（
教
員
、
栄
養
職
員
、
事
務
職
員
）

管
理
職
（
校
長
・
教
頭
）
任
用
に
関
す
る
事
務

教
職
員
の
研
修
に
関
す
る
事
務

教
職
員
の
懲
戒
・
分
限
処
分
に
関
す
る
事
務

教
職
員
（
管
理
職
・
一
般
教
職
員
）
の
人
事
異
動
に
関
す
る
事
務

首
席
・
指
導
教
諭
の
任
用
に
関
す
る
事
務

副
主
査
・
主
査
・
主
幹
(事
務
職
員
)、
栄
養
教
諭
の
任
用
に
関
す
る
事
務

再
任
用
教
職
員
の
選
考
・
採
用
に
関
す
る
事
務

臨
時
的
任
用
職
員
の
配
置
に
関
す
る
事
務

非
常
勤
特
別
嘱
託
員
・
非
常
勤
若
年
特
別
嘱
託
員
、
非
常
勤
講
師
等
の
任
用
に
関
す
る
事
務

新
規
採
用
教
職
員
の
初
任
給
決
定
事
務

○○○ ○
そ
の

そ
の
そ
の

そ
の
他他他 他
ののの の
事
務

事
務

事
務

事
務

休
職
、
休
養
、
復
職
、
退
職
に
関
す
る
事
務

公
務
災
害
・
通
勤
災
害
補
償
申
請
の
係
る
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
へ
の
進
達
事
務

指
導
改
善
研
修
に
関
す
る
事
務

｢教
職
員
の
評
価
・
育
成
シ
ス
テ
ム
｣に
関
す
る
研
修
事
務

長
期
、
短
期
自
主
研
修
に
関
す
る
事
務

兼
務
発
令
に
関
す
る
事
務

講
師
登
録
関
係
事
務

看
護
師
の
講
師
登
録
及
び
雇
用
関
連
事
務

大
学
院
修
学
休
業
制
度
に
関
す
る
事
務

組
合
専
従
の
許
可
に
関
す
る
事
務

叙
勲
・
文
部
科
学
省
表
彰
関
連
事
務

在
外
教
育
施
設
派
遣
・
青
年
海
外
協
力
隊
派
遣
に
係
る
事
務

非
常
勤
職
員
等
の
社
会
保
険
（
雇
用
保
険
）
に
関
す
る
事
務

高
齢
者
部
分
休
業
制
度
・
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
に
関
す
る
事
務

教
職
員
の
昇
給
・
昇
格
に
よ
る
給
与
決
定
事
務

臨
時
的
任
用
職
員
の
給
与
決
定
事
務

任
命
権
者
が
決
定
し
た
給
与
関
係
情
報
等
の
府
教
委
へ
の
報
告


